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令和８年度「川重シルバー活動基金」 

シルバー活動助成金のご案内 

 

公益財団法人こうべ市民福祉振興協会は、川崎重工業株式会社からの寄付金をもとに

「川重シルバー活動基金」を設置し、基金の運用益を用いて「高齢者が自ら、または高齢

者に対して行うボランティア活動・福祉活動及びこれに付随する人材育成」を支援していま

す。 

この趣旨に基づく今年度のシルバー活動助成金（以下、「助成金」）について、下記のと

おり募集します。 

募集要項 

１．助成の目的 

  高齢者が自ら、または高齢者に対して行うボランティア活動・福祉活動及びこれに付随する人

材育成を支援すること。 

 

２．申請者の要件 

   申請者は次の A・Bいずれかの要件に該当し、かつ①②③すべてを満たす団体等とします。 

A.シルバーカレッジの学生及び卒業生が属する団体及びグループ 

B.その他基金管理運営委員会が特に認める団体及びグループ 

① 申請する活動の企画、実施から報告まで、責任をもって履行できること。 

  また、申請する事業・活動は申請団体の主催であること。 

② 宗教活動、政治活動若しくは選挙活動を主たる目的とする団体、または公益を害する恐れ

のある団体でないこと。 

③ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第 77 号)第２条

第２号に規定する暴力団をいう）又は暴力団若しくはその構成員（暴力団の構成団体の構

成員を含む）の統制の下にある団体でないこと。 

 

３. 助成対象事業・活動 

助成は令和８年度実施される下記 A・Bいずれかの事業・活動を対象とします。 

A.シルバーカレッジの学生及び卒業生の社会還元活動 

 B.その他基金管理運営委員会が特に認める事業 

 

 

４．助成対象経費 

  事業・活動の実施に要する経費。 
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５．助 成 額 

助成の可否及び助成金額は、当協会予算の範囲内でそれぞれの申請内容に応じて選考したう

えで決定します。 

 

６．必要書類 

(1)シルバー活動助成金交付申請書（指定様式） 

(2)申請対象事業の計画書（様式任意） 

(3)申請対象事業の収支予算書（指定様式） 

※上記(１),(3)はシルバーカレッジホームページよりダウンロードください。 

シルバーカレッジホームページ → お知らせ → 令和 8年度「川重シルバー活動基金」シルバー活動助成金のご案内 

※必要に応じて(1)～(3)の他、追加資料の提出を求める場合があります。 

※申請内容についてのヒアリングを実施する場合があります。 

 

７．申請手続 

【受付期限】 令和８年１月 30日（金） 17時 00分 必着 

【申請方法】 「６．必要書類」をそろえ、当協会下記担当（神戸市北区しあわせの村 1－1）まで、

持参・郵送または下記担当宛にメール送信下さい。 

持参の際は予めお電話等で来訪日時をお知らせください（対応可能時間 平日９

時～１７時）。 

※提出後、申請事業・活動等に関する簡単な聞き取りを行うことがあります。 

【注意事項】 助成金交付可否を問わず、提出された書類は返還いたしません。 

申請書類は提出前にコピーしてお手元に保管ください。 

 

８．助成金の決定から交付までの流れ 

 ①当協会からの交付決定通知 

  選考結果を申込者あてにメールで通知します。（令和８年３月下旬、予算確定後を予定） 

②事業の実施 

 ※なお、交付対象事業を中止する場合は、速やかにご連絡ください。 

③実績報告書の提出 

事業終了後、実績報告書を速やかに当協会へご提出ください。（最終提出期限：令和９年３月

31日必着） 

④交付額の確定 

実績報告書に基づき速やかに交付額を確定し、確定通知書をメールで送付します。 

※助成決定時の金額と確定額に相違がない場合には確定通知書は省略します。 

⑤助成金の交付 

 確定通知受領後、下記担当宛てに速やかに請求書をご送付ください。請求書の当協会到着後、

１ヶ月以内に交付いたします。 
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９. その他 

(1)助成金を申請事業・活動以外に使用した場合、または事業・活動を実施しなかった場合、期限ま

でに報告書が提出されない場合は助成金を返還していただくことがあります。 

(2)事業完了に先立ち、助成金を概算払いすることも可能です。その場合も報告書に基づき交付額

を確定し、概算払い額と確定額に相違のある場合(概算払いの金額より確定額が少ない場合)に

は精算(差額の返還)をしていただきます。 

 

10. 個人情報の取扱い 

申請書及び関係書類に記載された個人情報は、本人の同意を得ることなく本助成の目的以外に

は使用しません。 

以上 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ・申請先 

 〒651-1106 

神戸市北区しあわせの村 1－1 

（公財）こうべ市民福祉振興協会 経営管理課 企画改善担当 畑野・宮永 

メールアドレス： soumu@shiawasenomura.org 

TEL        ： ０７８－７４３－８１８３    FAX  ： ０７８－７４３－８１８０ 


